
〈適用判定フローチャート〉

１年間の基準所得金額が３.３億円を超える方について、その超える部分の

金額の22.５％に相当する金額から、その年分の基準所得税額を控除した金

額を所得税の額に加算し、確定申告を行う必要があります。

課税の特例の適用の有無は〈適用判定フローチャート〉をご確認ください。

令和７年1 2月
国 税 庁

特定の基準所得金額の課税の特例
ー極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置ー

【概要】

〈計算式〉

加算する金額＝（基準所得金額－3.3億円）×22.5％－基準所得税額

【用語の説明】
基準所得金額・・総所得金額及び分離課税の所得金額を合計した金額（申告不要制度を適用できる所得

の金額を含む）
基準所得税額・・申告不要制度を適用する所得を除いて計算した場合の申告書上の所得税の額及び

申告不要制度を適用した所得に係る源泉徴収税額を合計した金額

①基準所得金額が3.3億円を超え
るか

②（基準所得金額ー3.3億円）
×22.5％

③基準所得税額

【課税の特例の適用あり】
特例適用後の税額を計算し、確
定申告を行う

【課税の特例の適用なし】

②が③より大きい

②が③以下

3.3億円を超えない

3.3億円を超える

上記フローチャートによる判定の結果、課税の特例の適用がある方は、「特定の基準所得金
額の課税の特例に関する適用判定表兼税額計算書」を使用して計算してください。

令和７年分の所得税等の確定申告より、特定の基準所得金額の課税の特例

（極めて高い水準の所得に対する負担の適正化に関する措置）が始まります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/gengaku/01.pdf

